
小学校・特別支援学校における給食を通じての食育の推進 

  

１． 文部科学省「食に関する指導の手引」について 

（１） 作成の目的 

（初版：平成 19 年 3 月、第一次改訂版：平成 22 年 3 月、第二次改訂版：平成 31 年 3 月) 

   食育基本法、学校給食法、学校教育法に基づく学習指導要領等を踏まえ、学校に

おける食育を推進する観点から、学校における食育の必要性、食に関する指導の目

標、食に関する指導の全体計画、食に関する指導の基本的な考え方や指導方法、食 

  育の評価について示すものである。 

   学校において、本書を活用し、子供が発達段階に応じて食生活に対する正しい 

  知識と望ましい食習慣を身に付けることができるよう、学校教育全体で食に関する 

  指導に当たり、家庭や地域、他校種との連携を深め、学校における食育の一層の 

  推進を図ることが期待される。 

 

（２）第二次改訂の目的 

・学習指導要領の改訂を踏まえる。 

・社会の大きな変化に伴う子供の食を取り巻く 

 状況の変化に対応する。 

・上記２点に基づきこれからの食育の一層の推進を 

 図る。 

 

（３）改訂のポイント 

① 食に関する資質・能力を踏まえた指導の目標の明示 

② 「食に関する指導に係る全体計画」の作成の必要性と手順・内容 

③ ★食に関する指導の内容の三体系と栄養教諭の役割 

・教科等の時間における食に関する指導 

・給食の時間における食に関する指導 

・個別的な相談指導 

④ 食育の評価に対する評価の充実 

 

（４）「食に関する全体計画」について 

① 全体計画の作成状況 

全小学校（義務教育学校前期課程を含む）、特別支援学校において、「食育推進委員

会」を設置し、「食に関する指導の全体計画」を策定して、食育を組織的・計画的に

推進している。特別支援学校は、児童・生徒の障害の重度・重複化、多様化等、学部

や学年、学級ごとに、食に関する指導の目標なども異なる。食に関する指導は、児童・
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生徒の障害の状態や特性、心身の発達段階等を考慮して実施している。 

 

②手引の改訂に伴う全体計画のモデル例の提示について 

 栄養教諭を中心とした「食教材検討委員会」において、新学習指導要領に対応した 

全体計画のモデル例を作成中。学校に周知することにより、より計画的にスムーズに 

新学習指導要領に対応した食育が進められるようにしたい。 

 

★食に関する指導の内容の三体系 

  ・給食を教材とした教科等における食に関する指導 

    教科や総合的な学習の時間等での指導に食育の視点を入れることにより、授業 

    の導入をスムーズに行ったり、学習で得た知識を食事という体験を通して具体 

    的に確認したり、振り返ったりすることができる。 

（１） 教科等の導入場面での活用     （給食→授業） 

（２） 教科等の振り返り場面での活用   （授業→給食） 

（３） 教科等での学習を深める場面での活用（授業→給食） 

 

  ・給食の時間における食に関する指導 

    ＜給食指導＞ 

     実際の活動を通して、毎日繰り返し行う教育活動のこと。 

     給食の準備から片付けまでの一連の指導の中で、正しい手洗い、配膳方法、 

     食器の並べ方、箸の使い方、食事のマナーなどを体得する。 

 

    ＜給食の時間における食に関する指導＞ 

     献立を教材として用いた指導のこと。 

     学校給食の献立を通じて、食品の産地や栄養的な特徴を学習する。教科等で 

     取り上げられた食品や学習内容を確認する。 

 

  ・個別的な相談指導 

     偏食、肥満・やせ傾向にある児童生徒、食物アレルギーを有する児童生徒、 

     スポーツをする児童生徒、食行動に問題を抱える児童生徒などに対し、授業      

     や学級活動の中など全体での指導では解決できない健康に関係した個別性 

     の高い課題について改善を促すために実施する。 

 

 

 

 



食に関する指導の全体計画 例 

 全体計画①は、把握した実態や学校及び各学年の食に関する指導目標とともに、     

食育推進組織や食に関する指導の時間・内容の概要、食育推進の評価指標等を記載する。 

 

 

 

食に関する指導の全体計画①（小学校） 例 



 全体計画②は、月ごとに関連教科等の指導内容とともに、給食の時間の指導、個別的な

相談指導等を記載する。 

 

 

 

 

食に関する指導の全体計画②（小学校） 例 



 

 

 

 

 

    


